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資料１ 

 

平成２２年度のリスク評価の実績について 

 

 

１ 各検討会における検討実績  

（１）化学物質のリスク評価に係る企画検討会 

○第１回（平成２２年７月９日開催） 

・リスク評価対象物質・案件の選定について 

→新たにリスク評価の対象とする１４物質の選定を行った。対象とされた物質

は、平成２３年有害物ばく露作業報告の対象物質として、平成２２年１２月

に告示された。報告期間は平成２４年１月～３月。 

・がん原性試験（長期試験終了予定物質「吸入試験：２，４－ペンタンジオン」、

「経口投与試験：２－メチル－１－プロパノール」）の有害性評価小検討会評

価結果を踏まえた今後の対策の進め方について 

→２物質については、ヒトに対する発がん性が認められないと判断した有害性

評価小検討会の意見が報告された。 

・がん原性試験対象物質の選定に係る今後の方針について 

→構造活性相関の解析を踏まえ、専門的知見を有する者の意見を聴取し、がん

原性試験対象物質を選定することとした。 

・平成２２年度リスク評価に係るリスクコミュニケーションの開催予定について 

 

○第２回（平成２３年１月２５日開催） 

・がん原性試験（フィージビリティーテスト）対象物質の選定 

→「1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル）ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン

-2,4,6-トリオン」、「2-ブロモプロパン」の２物質を、平成２３年度のフィ

ージビリティーテスト対象物質として選定した。 

・今年度のリスクコミュニケーションの結果及び予定 

 

 

 

（２）化学物質のリスク評価検討会 

平成２２年度リスク評価として、詳細リスク評価対象５物質、初期リスク評価対

象９物質のリスク評価を実施中（平成２３年６月までに報告書とりまとめ予定）。 

 

【有害性小検討会】 
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○第１回（平成２３年２月２２日開催） 

・がん原性試験（吸入試験）対象物質の選定について（フィージビリティーテス

ト終了物質からの選定） 

→フィージビリティーテスト終了６物質のうち、「アクリル酸メチル」を選定

し、平成２３年度から長期がん原性試験を実施することとした。 

・有害性評価書、評価値の検討 

→初期リスク評価対象９物質のうち、６物質について有害性評価書、評価値を

検討（３物質については既に検討済） 

 

○第 2 回（平成 23 年 4 月 14 日開催） 

・有害性評価書、評価値の検討 

→初期リスク評価対象のうち、残り１物質について有害性評価書、評価値を検

討（評価値を設定し、引き続き検討することとした。） 

１物質について、昨年度設定した評価値についての確認 

・インジウムの健康障害防止に関する技術指針についての報告 

 

 

【ばく露評価小検討会】 

○第１回（平成２３年３月２日開催） 

・平成２２年度ばく露評価について 

→初期リスク評価対象物質のうち２物質について、ばく露実態調査の結果を検

討。 

・ばく露実態調査対象物質の測定分析法について 

→今後リスク評価を行う物質のうち１物質について測定方法を検討。 

 

○第２回（平成２３年４月６日開催） 

・平成２２年度ばく露評価について 

→初期リスク評価対象物質のうち６物質について、ばく露実態調査の結果を検

討。 

詳細リスク評価対象物質のうち１物質について、ばく露実態調査の結果を検

討。 

・ばく露実態調査対象物質の測定分析法について 

→今後リスク評価を行う物質のうち７物質について測定方法を検討。 

 

○第３回（平成２３年４月２０日開催） 

・平成２２年度ばく露評価について 

→初期リスク評価対象物質のうち３物質について、ばく露実態調査の結果を検

討。 

詳細リスク評価対象物質のうち４物質について、ばく露実態調査の結果を検

討。 
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【平成２１年度分】 

平成２２年３月１６日、平成２２年４月１６日、５月２１日及び６月１１日に検

討会を行い、リスク評価結果をとりまとめた。 

→平成２２年７月２０日報告書とりまとめ。 

 

 

（３）化学物質の健康障害防止措置に係る検討会 

○第１回（平成２２年１０月１日開催） 

・インジウムによる健康障害の防止に関する技術指針（案）の検討 

・１，３－プロパンスルトンの測定方法について 

 

 

【インジウムの健康障害防止に係る小検討会】 

平成２２年８月２６日～９月２８日に４回開催し、インジウムによる健康障害

防止のための技術指針（案）の検討を行った。 

 

 

【平成２１年度分】 

下記のとおり、検討会を開催し、次の①～③をとりまとめた。 

① 平成２１年度リスク評価において、高いリスクが認められた酸化プロピレン等

４物質についての健康障害防止措置の内容（検討結果を踏まえて、平成２３年１

月に労働安全衛生法の政省令が改正され、一部を除き平成２３年４月１日に施行

された。） 

② 国の行うがん原性試験において発がん性の認められた８物質に関する健康障害

防止のための指針の内容 

③ インジウム・スズ酸化物等取扱い作業による健康障害防止のための技術指針の

内容 

 

○第１回～第２回（平成２２年３月１６日、４月１４日開催） 

・平成２１年度リスク評価対象物質の健康障害防止措置に係る方針について 

・労働安全衛生法第２８条第３項の規定に基づく指針（がん原性指針）の検討に

ついて 

 

○第３回～第５回（平成２２年６月２３日、７月１６日、７月２９日開催 

・平成２１年度リスク評価対象物質の健康障害防止措置の検討について 

・労働安全衛生法第２８条第３項の規定に基づく指針（がん原性指針）の策定に

ついて 
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○第６回（平成２２年８月２３日開催） 

・平成２１年度リスク評価対象物質の健康障害防止措置の検討について 

→平成２２年１０月１２日報告書とりまとめ 

・インジウムによる健康障害防止のための指針に係る小検討会の開催について 

 

 

 

 

２ リスク評価にかかる情報提供等の推進  

下記のとおり、リスクコミュニケーション（意見交換）を実施した。 

 

○第１回（平成２２年７月２２日：東京開催）13時 30分～16時 30分 

テーマ「インジウムによる労働者の健康障害防止について」 

（１）基調講演 

① 「インジウム肺の臨床－８年連続検診でわかった事」 

日鉱記念病院病院長 長南達也 

② 「ＩＴＯ製造職場のばく露防止対策について」 

  ＪＸ日鉱日石金属株式会社磯原工場環境安全室室長 齋藤亨 

③ 「インジウムリサイクル工場のばく露防止対策について」 

黒木労働衛生コンサルタント事務所所長 黒木孝一 

④ 「リスク評価及び健康障害防止について」 

慶應義塾大学医学部教授 大前和幸 

 

（２）意見交換 

   【コーディネーター】 

順天堂大学医学部公衆衛生学教室 堀口逸子 

【パネリスト】 

上記基調講演者 

九州大学大学院医学研究院環境医学分野講師 田中昭代 

同 助教 平田美由紀 

厚生労働省労働基準局化学物質評価室長 島田和彦 

 

（３）参加人数：約９０人 

 

 

○第２回（平成２２年１０月８日：福岡開催）13時 30分～16時 30分 
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テーマ：「リスク評価に基づく健康障害防止対策の導入～酸化プロピレン等４物

質とＩＴＯ～」 

（１）基調講演 

①「酸化プロピレン等４物質の措置方針」 

産業医科大学産業保健学部長 保利一 

②「ＩＴＯ（インジウム・スズ酸化物）」 

慶應義塾大学医学部教授 大前和幸 

                       

（２）意見交換 

【コーディネーター】 

順天堂大学医学部公衆衛生学教室 堀口逸子 

【パネリスト】 

上記基調講演者                                                        

九州大学大学院医学研究院環境医学分野講師 田中昭代 

中央労働災害防止協会化学物質管理支援センター 棗田 衆一郎 

厚生労働省労働基準局化学物質評価室長 島田和彦 

同室長補佐 長山隆志 

 

（３）参加人数：約７０名 

 

 

○第３回（平成２３年１月２４日：東京開催）13時 30分～16時 30分 

テーマ：「酸化プロピレン等を特定化学物質に追加する等の政省令改正」 

（１）基調講演 

①「リスク評価結果と健康障害防止措置」 

早稲田大学理工学術院教授 名古屋俊士 

②「労働衛生保護具の選択と使用法」 

十文字学園女子大学教授 田中茂 

                       

（２）意見交換 

【コーディネーター】 

順天堂大学医学部公衆衛生学教室 堀口逸子 

【パネリスト】 

上記基調講演者                                                        

厚生労働省労働基準局化学物質評価室長補佐 長山隆志 

同化学物質情報管理官 寺島友子 
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（３）参加人数：約６０名 

 

 

○第４回（平成２３年２月２８日：大阪開催）13時 30分～16時 30分 

テーマ：「化学プラントのセーフティアセスメント」 

（１）基調講演 

①「リスク評価結果と健康障害防止措置」 

関西労災病院産業中毒センター長 圓藤陽子 

②「化学プラントのセーフティアセスメント」 

東洋エンジニアリング株式会社 部長 角田浩 

                       

（２）意見交換 

【コーディネーター】 

順天堂大学医学部公衆衛生学教室 堀口逸子 

【パネリスト】 

上記基調講演者 

中央労働災害防止協会化学物質管理支援センター 棗田 衆一郎                                                        

厚生労働省労働基準局化学物質評価室長 松井孝之 

同化学物質情報管理官 寺島友子 

 

（３）参加人数：約３０名 

 

 

 

平成２３年報告版の「有害物ばく露作業報告書の書き方」パンフレットを作成し、

ばく露作業報告対象物質名、報告様式の改正、Ｑ＆Ａ等について記載し、国民に広く

わかりやすい情報提供を行った。 

また、酸化プロピレン等４物質に係る特定化学物質障害予防規則等の改正について

パンフレットを作成し、国民に広くわかりやすい情報提供を行った。 

さらに、下記のとおり、パブリックコメントを通じて、国民の意見を積極的に募集

した。 

○化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価候補物質・案件につい

ての意見募集（6月～7月） 

○平成２１年度の化学物質のリスク評価結果を踏まえた行政指導通知の骨子（案）

に係る意見募集（9月～10月） 

○労働安全衛生規則第９５条の６の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一

部を改正する件（案）にかかる意見募集（ばく露作業報告対象物質）（10月～

11月） 

○インジウム・スズ酸化物等取扱い作業による健康障害防止に関する技術指針
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（案）に係る意見募集（10月～11月） 

○労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令案及び労働安全衛生規則等の一

部を改正する省令案に係る意見募集について（酸化プロピレン等４物質の改正）

（11月～12月） 


